
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
号

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
等
の
実
施
に
伴
う
電
気
通
信
事
業
法
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律

第
一
条
　
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

八
十
六
号
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

第
二
条
　
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
が
設
置
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
有
線
電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九

十
六
号
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
三
条
　
第
一
条
の
規
定
は
、
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
国
際
連
合
の
軍
隊
（
以
下
単
に
「
国
際
連
合
の
軍
隊
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
本

国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
は
、
国
際
連
合
の
軍
隊
が
設
置
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
に
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
後
段
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
七
月
三
一
日
法
律
第
九
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
一
一
日
法
律
第
一
七
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
四
月
二
八
日
法
律
第
六
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
二
三
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
規
定
）

第
十
五
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
十
二
条
第
三
項
又
は
附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
物
品
に
係
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
九
日
法
律
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
五
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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